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問 1 清の太祖ヌルハチの政治思想に関する次の文章を読み、後の問いに答えなさい。 
 
太祖ヌルハチは、マンジユ五部を統一して明朝を破り、マンジユグルン発展の礎を築いた。

このことは改めて言うまでもないことであるが、ヌルハチがなぜ求心力をもちえたのか、と
いう政治学的な問題になると、従来の研究はひたすら軍事的勝利、国制建設の成功をのべる
だけである。特に研究の欠如が感じられるのは、マンジユグルンにおける政治的思惟様式の
解明で、そもそも満洲人たちにとって政治的正当性とはどのように論理づけられていたのか
は、未開拓の分野である。 

ヌルハチが政治的正当性を持ちえたことの説明は、『満文老档』万暦四三年一二月の条に
詳しい。時にヌルハチ五七歳であって、これは翌年のハン即位を記すために『老档』編纂者
が加えた解説である。そこでは、二五歳の挙兵以来、多くの勝利をもたらした彼の軍事的才
能について語られる。ついで軍事以外の日常的な場における指導者としてのヌルハチ（Sure 
Kundulen Han）像が示される。 

天が愛しんだからといって一度も大きな心（amba mujilen）を懐いたことはなく、道理
を非常に大切にして、小さな心で（ajige mujilen）畏れて暮らした。Sure Kundulen Han
は、幼少の貧苦に暮らした時から心は正しく（mujilen tondo）、言葉は少く多弁ではな
かった。一族の者が殴り合い、争い合うのを諌めることが厳しく、諌めた言葉に従わず、
自分には力があると強がる者を非として罪を重くしていた。事がたとえ非でも、自分の
非を受け容れ、言葉の柔順な者を良しとして重い罪を軽くし、何事もなく済ませるのだ
った。良いことを見せた者を敵と思わず、功として昇進させていた。罪を犯した者を親
戚と思わず殺した。このように最初から正しく（tondo）良い（sain）ので、一族の伯叔、
兄弟らは何事も皆 Sure Kundulen Han に委ねて済ませるのだった。（太祖六三～六四頁） 

ヌルハチは大心をいだくことなく、正しい心を持して暮していた。そのことによって一族
の者から指導者に推されていた、と説明される。ここで出てくる「正しい tondo」「良い sain」
という価値は、mujilen や「人 niyalma」に附せられて、正当性の重要な根拠となる。たと
えば、歴史上、正しい良い心をもった人（tondo sain mujilen jafaha niyalma）は失敗し
たことがなく、邪悪で賊盗の心をもった人は幸せになったことがない（太祖六四一頁)。ま
たヌルハチも、心正しく（mujilen tondo）、諸王がいようといまいと法を行い取り締まり、
意見をのべる良い人（sain niyalma）を昇進させたいという（太祖六四～六五頁）。 

そもそもヌルハチにとって「正しい心の人」とは、人間理解の根幹となる概念である。 
我が考えるに、実に人の生きるに当って、寛く正しい心（onco tondo mujilen）より上
のものは、全くないぞ。……出自を見るな。心の寛く正しいのを見て登用したいのだ。
系統を見るな。徳を見て大臣としたいのだ。(太祖五六～五七頁) 
朝鮮人たちよ、汝らのこの正しい心は、天地のようであるぞ。天地の間がどれほど遠く
ても、正しい法は信実（akdun）であって、四季を違えないので、風雨日月は、巡らせ、
道は永久なのであるぞ。汝ら朝鮮人は、天地のように法が信実で心が正しい（（mujilen 
tondo）時、汝らの道は永久であるぞ。（太祖二四三～二四四頁） 

天地といった形而上的世界は、心によって形而下的世界に媒介される。ただしその際には
条件があり、心が正しくなくてはならない。されば、正しい心というのは、人聞が生きてい
くうえで第一の要件となる。また親属・部族といった出自が重要なのではなく、心正しい人
こそが最優先されなくてはならないとの言明は、看過されてはならない。 

ここで気をつけるべきは、正しい心というものが、多分に具体性を帯びた人間と結びつい
て理解されていることである。これは、漢人的な思惟、たとえば『大学』『中庸』における
心、誠概念の抽象的な議論と較べるとはっきりしている。ヌルハチの思惟は、抽象度の低い
具象的な、いわば常識的な思惟でしかない。そこでは、正しさ、心、人の本質は何か、と 
いった抽象的、哲学的な方向には思惟が展開しない。思惟は、この三者を関連づけ、それぞ
れを他の二者によって根拠づける形で展開していく。すなわち、正しさと人は心によって  
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媒介されるのであり、心ある人は正しくなくてはならず、正しい心は人が持たねばならない、
といった具合である。 

ハンなる人の憂いは、外から来ずに身（beye）から出てくる。されば、ハンは正しい心
で身を監視して暮すのであるぞ。(太祖四八八頁) 

 身 beye は、人 niyalma より更に具象的な言葉であって、ここでは、身と正しい心とが関
係づけられているのである。他にも長子チュエン Argatu Tumen は、心が悪い（mujilen ehe）
ため監禁したとある(太祖三四頁)。心の正しくない者は人ではないということであろう。 
 このように、ヌルハチにとっては「正しい心の人」というのが、人間理解の中心概念とな
っていたのであるが、この三つの概念の中でもっとも厄介なのが「正しい tondo」である。
正しいというのは価値概念であるから、どうしても抽象的にならざるをえず、それを具象的
にどう思惟するかが問題となるのであるが、これも他の具象性の強い概念と関係づけて説明
される。正しさは、法および均一とリンクされる。 
 ヌルハチの法思想については、張晋藩「努爾哈赤、皇太極的法律思想」が詳しい。以下で
は、張説を法哲学的に深化させることを試みる。まず指摘すべきは、ヌルハチにとって法の
根拠を与えているのが、「正しい心の人」の観念であったことである。 

ハンは……このように禁じた法を汝が破り、Dahai に藍染の布二匹を与えるのであれば、
汝にいかなる正しい心があろうか、と言って、Dahai、Naja をともに殺す罪に擬した。
(太祖二一五頁) 
汝らの国人（Kalka 五部）が福を求め、天の法の寛く正しい心（abkai šajin i onco tondo 
mujilen）をいだいて暮らすとき、天は、良しとして汝らを大国としたのだろう。(太祖
二二五～二二六頁) 

前者によれば、法を破るのは正しい心がないからであり、後者では天の法と正しい心がリ
ンクされる。法と正しい心の親和性は明らかである。「他国の法は、明朗、信実でないので、
天が非として、国人の心を皆乱したのであるぞ」(太祖一六一頁)というように、法の乱れが、
人の心の乱れと結びつけて説かれるのも、そこから理解される。 

法は、「正しい心の人」の観念と関係づけられていた。さればヌルハチは法を重視したの
であって、当時の法政策には、彼の考えを反映した特異なものが見受けられる。 

第一は法の制定である。正しさの実現のためには法を制定しなくてはならないのであって、
明の制度を積極的に導入することも、その点から説明することができる（太祖三〇五頁）。
また「例のなかった例を、彼の心で作った（kooli akū kooli be ini mujilen i araha）」 
(太祖五六頁)との記事は、法が正しい心と関連づけて理解されていればこそ出てくる発言で
ある。 

第二は、不正な法制定、解釈、運用を排撃することである。漢人の例（nikan i kooli）
であるとして廟で紙銭を焼いていた者に対し、「例のないところで例を作って何を始めるつ
もりか」と百両をとりあげ、同行していた僚友 gucu を殺したという事件がある(太祖六四七
～六四八頁)。法には、その正当性を担保するものがなくてはならないのである。 

第三は、法の周知徹底で、法を記憶することを強く求めている。天命四年七月八日に、ヌ
ルハチは綱紀粛正のために法の徹底を命じ、領催以上の全員から誓約書をださせているが、
この間のやりとりがいかにもヌルハチ的である。すなわち、領催以上の管理職の者には、「正
しい心をいだいて、国人に記憶させて」ほしいのであって、鍋を背負った者、木こりでさえ
も、大いに数えれば分かるはずであると言う。それに対してニルイエジェン以上から出てき
た誓約書には、ハンの下した法を記憶して言うとあり、諸王諸大臣の言葉を忘れないことが
誓約され、領催以上の者も、ニルイエジェンから伝えられた法は忘れないことが誓われる。
そして皆の結論として、「ハンを正しいと天が良しとして愛しむ。我々も全員ハンを手本に
して正しく暮そう（tondo banjiki）」とのべる(太祖一六一～一六四頁)。ヌルハチは、法
制定の主体なのであるから、正しい存在なのである。 

また、前例集を頸から吊り下げておくよう大臣に命じたというユニークな命令もある(太
祖六五三頁)。これは文書をもって記憶に替えたのであるが、あくまでも記憶するのが本来
のやり方である。いずれにしろ、「正しい心の人」と「法」とのリンクは、記憶によって  
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実体化するのであるから、うるさいまでに憶えろと命令することになる。 

そもそもなぜヌルハチが法にこだわったかというと、経験上、法が狩猟や軍事を成功させ
る上で有数な技術であることが理解されていたからである。 

Sure Kundulen Han は、当初より戦争する時も狩猟の時も、法をきちんとして、騒がせ
ず声を出させなかった。戦争で騒いで声があがれば敵が覚る、狩猟で騒いで声が上がれ
ば山がこだまする、獣が逃げると言って、どこに行く時でも衆兵士全員に前もって教え
記憶させた。(太祖五〇頁) 

その結果、ヌルハチは全ての戦に勝利を得たと『老档』はいう。法を記憶させて、統制の
取れた行動ができるか否かが勝敗を決する。されば対明戦に赴くにあたり、ヌルハチののべ
た法をニルイエジエンが衆人に周知させない場合、彼らから馬を取り上げることにしたので
あり(太祖八五頁)、布告にそむいて隊列から離れて食事中、遭遇した敵兵を殺したという兵
士を切り刻み、衆兵にみせて「記憶させた（ejebuhe）」のである(太祖九六頁)。 

しかし法であれば、すべて正しいわけではない。このことは、漢人の慣例である紙銭が慣
例として認められなかったことに明らかであるが、それでは、法の正しさは何によって保証
されるのであろうか。一つは、ヌルハチその人によってである。ヌルハチこそは正しい心の
人なのであるから、彼がその心によって作った法は、正しいはずである。 

しかしこれはあまりに形式論であって、そのような論理が何時も通るわけではないことは、
当のヌルハチ自身が了解していた。国の政治においては、議論が信実（akdun）で、法がきち
んとしているのが大切である。自分の言葉にいつも理があるわけではない、「皆の了解した
理のあることを、汝ら諸子、諸大臣は勧めてのべよ(太祖二七頁)と彼は言う。 

よって、自らの心の正しさ以外に別の根拠も用意されなくてはならない。それが均一
（neigen）である。法は、対象に対して均一であるがゆえに正当性をもち得る。このことは、
『満文老档』太祖、万暦四三年二一月のニル編成の記事に典型的にうかがえる。 

Sure Kundulen Han の集めた大国の人を、すべて均しく（neigen）斉しくして（teksileme）
数えて、三百の男を一ニルに作り、ニルに一人のエジェンを任じ、ニルイエジェンの下
に二人の代子、四人の章京、四人の村領催を任じ、三百人の男を四人の章京に割り当て
て任じ、分割してタタンに編成し、様々な仕事をするにも、どこへ行くにも四タタンの
人は、順番を計り、同じように(gese)仕事をし、同じように(gese)派遣し、同じように
（gese）行かせた。(太祖五五頁) 

この記事にうかがえるように、人的編成や労役を数的にも量的にも均一にしてしまえば、
正当でないはずがない、という発想である。されば、明の千長、百長制は、人数に過不足が
あると批判されるのであり、満洲の百長制は、一〇〇人きっかりであることが称揚されるの
である（太祖四四〇頁） 

この手法は、特に税役制において顕著であって、ここでも明制の不均一さが批判の対象と
なる。すなわち明は、遼東地方において公課を門ごとに課するという税制を実施しているが、
戸にいる男丁に多少がある以上、負担の不公平は免れ難い。これは課税原則の不具合である
から「我は汝らのその理屈 jurgan はおこなわない」こととし、「我らの元からの生活の理
屈」に従って、貧富みな均しく（neigen）男を数えて、男二十人につき一人を兵に立たせる
ことにする。かくすれば、「様々な政治、法が明朗なので、天は我を愛しんでくれる」のだ
という（太祖四二七～四二八頁）。 

ただし人間のように均一に分配しうるものならよいが、そうでないものはどうするのか。
たとえば拾得物の帰趨がそうで、所有者が二分、拾得者が一分の割合で分けるとの規定があ
る（太祖五六頁）。この場合は、さまざまな事情を勘案して、実質的に均一な正義を実現し
たというべきであろう。事実、『老档』は、これらの諸政策を総括して、 

悪い人も良い人も、みな平らに（necin）均一に（neigen）太平に安楽に暮した。（太祖
五六頁） 

と評価している。そもそもヌルハチのいだく帝王観が、帝王とは心を大きく寛くして、国人
を「平らに（necin）均一に（neigen）)」養って暮らすものだ、というものであり（太祖三
〇頁)、均一性は、ヌルハチ自身の正当性の根拠ともなるのである。  
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均一とは見方を変えれば画一であり、八旗制をはじめとする満洲人たちのさまざまな制度

には、均一性・画一性を実体化したものとみなせるものが多い。特に人間は、基本単位が明
確であるから、ヌルハチは、往々にして均一な人数による画一的な組織編制・組織運営を志
向する。それは、彼がそのような形に正当性の自他大家したものを感じるからである。 

以上まとめてみるならば、太祖ヌルハチにとって社会は、正しい心の人々が、法を守って
均一に暮しているのが望ましい状態としてとらえられていたといえる。ハンの政治的正当性
の存否も、この社会観に規定されていたのである。 
 
 
出典：谷井俊仁「一心一徳考――清朝における政治的正當性の論理―」『東洋史研究』

63-4、2005 年（※原文の旧字体は、新字体に改めている） 
＊問題本文は著作権法上の理由から記載することができません。上記出展箇所をご確認ください。 
 
問 この文章の著者が、マンジュグルンにおいてヌルハチの政治的正当性がどのように論

理づけられていたと考えているのかを書きなさい。 
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解答または解答例： 

Sample Answer(s) or Outline： 

 

 この文の著者は、満洲人に対するヌルハチの求心力の源泉が度重なる軍事的勝利や国家建設の

成功にあったという先行研究の見解を前提としつつ、それだけでは彼の政治的正当性の論理は十

分に説明できないと考える。以来の連続的な勝利や国制の整備は、ヌルハチの権威にとって不可

欠であった。著者が注目するのは、ヌルハチが政治的正当性を持ちえた内面的な論理である。そ

して、そのその中心に置かれたのが、「正しい心（tondo mujilen）」であったと主張する。 

 著者によれば、ヌルハチは自らを「正しい心の人」として示し、出自や血統ではなく心の正し

さと徳によって人を登用すべきだと説いた。ヌルハチにとっては「正しい心の人」というのが、

人間理解の中心概念となっており、「正しい心」の人こそが統治を担う資格をもつという人間理

解が存在した。軍事的成功も、単なる武力ではなく、正しい心に基づく統率の結果として意味づ

けられていた。またヌルハチは、「正しい心」は法と密接に結びつけられると説いた。法を破る

ことは正しい心を欠くことを意味し、逆に正しい心をもつハンが制定した法は正当とされた。法

は軍事や狩猟の成功を支える統制の技術でもあり、その周知徹底と記憶が強調された。 

 さらに著者は、自らの心の正しさ以外の、法を正当性する根拠として、ヌルハチが「均一

（neigen）」を重視していたとする。著者によれば、ヌルハチは、。役・課税を数量的に均一化

することによって、公平で明朗な統治を実現しようとした。均一性は、公正さを可視化する仕組

みであり、正しい心の政治を制度化する手段であった。 

 以上のように著者は、ヌルハチの政治的正当性は、軍事的勝利と国家建設という功績の基盤で

あるところの「正しい心」、そしてその心に基づく法、さらに法を正当化する根拠としての「均

一」によって論理づけられており、ヌルハチは正しい心の人々が、法を守って均一に暮している

のが望ましい状態としてとらえられていた、と考えているといえる。 

 

 

出題意図： 

Purpose of Question： 

 

 

 本問題は、外国人留学生である受験者が、日本語で書かれた専門的な歴史学の論文を正確に読

解し、その中心的主張を的確に把握できるかを確認することを目的とする。 

 特に、ヌルハチの政治的正当性が単なる軍事的成功ではなく、「正しい心」「法」「均一」と

いった概念の連関によって論理づけられていることを理解し、論文の議論構造を整理して説明で

きるかを問う。また、問いに即して内容を簡潔かつ論理的な日本語でまとめる記述能力も評価の

対象とする。 

 

 
 


